様式第4号(第7条第2項関係)
	特別利用許可書
第　　　　　号　　
年　　月　　日　　
　　　　　　　　様
彦根城博物館　　　　　　　　　
館長　　　　　　　　　　印　
　下記のとおり博物館資料の特別利用を許可します。
記

	区分
	　熟覧　　　撮影　　　原板使用

	日時
	年　　月　　日午　　時　　分から午　　時　　分まで

	目的
	　

	資料
	名称
	所有者
	点数
	回数

	
	　
	　
	　
	　

	　
	特別利用料　　　　　　　円


注　1　特別利用にあたつては、博物館職員の指示に従うこと。
　　2　写真撮影の場合は、撮影原板一揃を博物館に寄贈すること。
　　3　本館所蔵資料の写真を掲載する場合は、「彦根城博物館所蔵｣の旨を明示すること。
　　4　写真を出版物に掲載した場合は、当該出版物1部を博物館に寄贈すること。
　　5　次の事項に違反する行為があつた場合は、この許可を取り消す。
　　(1)　特別利用により博物館資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
　　(2)　特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。 
　　(3)　他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
　　(4)　その他特別利用を許可することが不適当と認められるとき。
　　(5)　その他館長が必要と認めるとき。なお、当該許可の変更、取消し、または停止を行つた場合、博物館はこれによつて生じる損害についての賠償の責めは負わない。
　　6　特別利用により、博物館の施設、設備または博物館資料をき損、汚損した場合は、その相当額を弁償しなければならない。
